
（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）２９

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
及
び
八
王
子

市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ３０

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
立
川
市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）３１

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ３２

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
及
び
日
野
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）３３

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
村
山
市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ３４

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
稲
城
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）３５
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
西
多
摩
建
設
事
務
所
及
び
あ
き
る
野
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ３６



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）３７



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ３８

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
三
宅
支
庁
及
び
三
宅
村
役
場
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）３９

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
八
丈
支
庁
及
び
八
丈
町
役
場
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ４０

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
小
笠
原
支
庁
及
び
小
笠
原
村
役
場
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）４１

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育

委
員
会
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
」
を
削
り
、

「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に
送
信
す
る
」
を
削
り
、
「
施
行
文
書
」

の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
は
、

法
令
等
」
を
「
は
、
東
京
都
電
子
署
名
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規

則
第
二
百
十
六
号
）
」
に
改
め
、
「
、
必
要
に
応
じ
て
」
を
削
り
、

「
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

百
二
号
）
」
を
「
同
規
則
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
付
与

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
同
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
二
項
の
」
に
改
め
、

「
押
印
」
の
下
に
「
又
は
電
子
署
名
の
付
与
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
委
員
会
等
設
置
規
程
（
昭
和
五
十

二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
三
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
四
人
」
を
「
八
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ４２



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）４３



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ４４



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）４５



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ４６



（第18026号）東 京 都 公 報令和6年3月22日（金曜日）４７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和6年3月22日（金曜日）東 京 都 公 報（第18026号） ４８
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１１号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
準
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑷
普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑸
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑹
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑺
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

け
ん

⑻
牽
引
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転

す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係

る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

エ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
各
号
若
し
く
は
第
２
項
各
号
又
は
附
則
第

３
条
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該

当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２６日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
６
年
４
月
４
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
５
日
（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
６
年
３
月
２５日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

大
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
、
中
型
自
動
車
免
許
技
能

検
定
員
審
査
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
２３,４００円

、
普
通
自
動
車
免
許
技
能

検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
１９,５００円

、
そ

の
他
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ

て
は
１４,７００円

。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警

視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表

第
２

１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具

ア
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

イ
赤
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付
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合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１２号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１０条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
６
年
３
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑶
準
中
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑷
普
通
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑸
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑹
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑺
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

け
ん

⑻
牽
引
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転

す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係

る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

ウ
学
科
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
教
習
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転

に
関
す
る
知
識

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
各
号
若
し
く
は
第
４
項
各
号
又
は
附
則
第

３
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該

当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
６
年
４
月
２２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２６日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
６
年
４
月
４
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
５
日
（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
６
年
３
月
２５日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

大
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
、
中
型
自
動
車
免
許
教
習

指
導
員
審
査
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
１４,５５０円

、
普
通
自
動
車
免
許
教
習

指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
１１,８５０円

、
そ

の
他
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ

て
は
９,６５０円

。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警

視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表

第
２

１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装
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⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１３号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
６
年
３
月
８
日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
６
年
３
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
名

警
視
庁
東
京
空
港
警
察
署
協
議
会

瀧
口

貴
和
子

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
十
三
号

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規

程
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
時
間
制
料
金
の
項
下
限
額
の
欄
中
「
二
千
百
三
十

円
」
を
「
二
千
四
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
表
キ
ロ
制
料
金
の
項
下

限
額
の
欄
中
「
三
十
円
」
を
「
四
十
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
大
型
車
の
項
下
限
額
の
欄
中
「
五
千
三
百
十
円
」
を

「
六
千
五
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
表
中
型
車
の
項
下
限
額
の
欄
中

「
四
千
四
百
九
十
円
」
を
「
五
千
五
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
表
小

型
車
の
項
下
限
額
の
欄
中
「
三
千
八
百
五
十
円
」
を
「
四
千
七
百
七

十
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
大
型
車
の
項
下
限
額
の
欄
中
「
百
二
十
円
」
を
「
百
六

十
円
」
に
改
め
、
同
表
中
型
車
の
項
下
限
額
の
欄
中
「
百
円
」
を

「
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
表
小
型
車
の
項
下
限
額
の
欄
中
「
八
十

円
」
を
「
百
二
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
よ
り
引
受
け
を
し
て

い
る
貸
切
旅
客
運
送
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
一
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

八
丈
交
通

オ
ー
ト
サ

ー
ビ
ス
株

式
会
社

清
水

一
茂

八
丈
島
八
丈
町
大
賀

郷
二
千
三
百
二
十
二

番
地

令
和
六
年
三
月

一
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

青
梅
市
師
岡
町
二
丁
目
六
十
五
番

の
一
部
、
六
十
六
番
及
び
六
十
七

番

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

東
久
留
米
市
中
央
町
五
丁
目
四
百

八
十
七
番

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
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「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

株
式
会
社
ル
ミ
ネ
新
宿
１
店

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
一
番
五
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
ル
ミ
ネ

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

高
橋

眞

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

表

輝
幸

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ビ
ー
・
ワ
イ
・
オ
ー
ほ
か
八

十
一
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ビ
ー
・
ワ
イ
・
オ
ー
ほ
か
七

十
六
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ビ
ー
・
ワ
イ
・
オ
ー
ほ
か
十

七
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

台
東
区
東
上
野
二
丁
目
二
十
二
番
六
号

（
ア
ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
株
式

会
社
）
ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

港
区
南
青
山
五
丁
目
七
番
十
七
号
（
ア

ッ
シ
ュ
・
ペ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
株
式
会

社
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

楊

文
慶
（
株
式
会
社
ビ
ー
・
ワ
イ
・

オ
ー
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

中
野

耕
志
（
株
式
会
社
ビ
ー
・
ワ
イ

・
オ
ー
）
ほ
か

十
五

変
更
日

令
和
五
年
八
月
二
十
六
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

株
式
会
社
ル
ミ
ネ
新
宿
２
店

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
三
十
八
番
二
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
ル
ミ
ネ

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

高
橋

眞

七

変
更
後
の
設
置
者
の

表

輝
幸

代
表
者
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ル
ミ
ネ
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
ほ
か

八
十
四
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ル
ミ
ネ
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
ほ
か

七
十
七
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ル
ミ
ネ
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
ほ
か

十
七
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
十
六
番
一
号

（
ロ
ク
シ
タ
ン
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社
）

ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

千
代
田
区
麴
町
一
丁
目
六
番
四
号
（
ロ

ク
シ
タ
ン
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

森
本

雄
司
（
株
式
会
社
ル
ミ
ネ
ア
ソ

シ
エ
ー
ツ
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

三
井

剛
（
株
式
会
社
ル
ミ
ネ
ア
ソ
シ

エ
ー
ツ
）
ほ
か

十
五

変
更
日

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ら
ら
ぽ
ー
と
豊
洲
３

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
豊
洲
二
丁
目
十
五
番
十
二
ほ
か
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三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
豊
洲
２－

１
街
区
商
業
施
設

計
画

六

変
更
後
の
店
舗
名

ら
ら
ぽ
ー
と
豊
洲
３

七

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

八

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

菰
田

正
信

九

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
ほ
か
十

名

十
二

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
六
年
三
月
六
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ア
ー
バ
ン
ド
ッ
ク

ら
ら
ぽ
ー
と
豊
洲

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
豊
洲
二
丁
目
一
番
十
四
号
ほ
か

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

菰
田

正
信

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
あ
お
き
ほ
か
百
二
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
デ
イ
ト
ナ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ほ
か
八
十
八
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ベ
イ
ク
ル
ー
ズ
ほ
か
三
十
三

名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
三
宮
町
二
丁
目

四
番
一
号
（
株
式
会
社
Ｆ
・
Ｏ
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
磯
上
通
七
丁
目

一
番
五
号
（
株
式
会
社
Ｆ
・
Ｏ
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

榎
本

太
治
（
株
式
会
社
あ
お
き
）
ほ

か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

田
村

篤
己
（
株
式
会
社
あ
お
き
）
ほ

か

十
五

変
更
日

令
和
六
年
二
月
一
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
六
年
三
月
八
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
東
京
プ
ラ
ザ

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
青
海
一
丁
目
一
番
十
号

三

設
置
者
名

青
海
Ｑ
区
画
特
定
目
的
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

青
海
Ｑ
区
画
特
定
目
的
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

須
貝

信

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

三
品

貴
仙

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
ほ
か
九
十
四
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
ほ
か
七
十
八
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
ほ
か
二
十

二
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

杉
並
区
高
円
寺
北
二
丁
目
二
十
番
七
号

（
有
限
会
社
バ
ン
バ
ン
ビ
ガ
ロ
）
ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

杉
並
区
高
円
寺
北
二
丁
目
十
五
番
一
号

金
田
ビ
ル
（
有
限
会
社
バ
ン
バ
ン
ビ
ガ

ロ
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

大
田

貴
雄
（
株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ

ヨ
シ
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

松
本

貴
志
（
株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ

ヨ
シ
）
ほ
か

十
五

変
更
日

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
六
年
三
月
八
日
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十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
幹
線
街
路

外
郭
環
状
線
の
２

東
京
都
練
馬
区
石
神

井
台
三
丁
目
、
石
神

井
町
七
丁
目
、
石
神

井
町
八
丁
目
及
び
東

大
泉
一
丁
目
地
内

令
和
六
年

二
月
二
十

九
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

四
十
四
号

建
設
局

三
環
状

道
路
整

備
推
進

部

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

一
五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


